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市
県
民
税
や
確
定
申
告
の
申
告
書
は

市
県
民
税
や
確
定
申
告
の
申
告
書
は

　
　
　
　
　
　
　
　

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

　

成
田
税
務
署
と
八
街
市
役
所
で

は
、
申
告
期
間
中
、
申
告
書
作
成

会
場
を
設
け
ま
す
の
で
、
期
限
内

に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

成
田
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

成
田
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

成
田
税
務
署
の
申
告
期
間
・
会
場

　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
で
、
令
和

３
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
・
贈
与
税
・
個
人
消
費
税

の
申
告
書
を
作
成
・
相
談
す
る
こ

と
が
で
き
、
提
出
も
で
き
ま
す
。

　

会
場
に
お
越
し
の
際
に
、
入
場

整
理
券
を
配
付
す
る
ほ
か
、
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
に
よ
る
事
前
発
行
の
入
場
整

理
券
を
入
手
で
き
ま
す
。
国
税
庁

の
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
を

友
だ
ち
追
加
し
、
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。

申
告
期
間

　

２
月
１
日
㈫
～
３
月
15
日
㈫

　

 （
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

※
２
月
20
日
㈰
・
27
日
㈰
は
受
け

付
け
ま
す
。

受
付
時
間

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

申
告
会
場

　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田

※
午
前
９
時
～
10
時
の
入
場
口
は
、

立
体
駐
車
場
３
階
か
ら
連
絡
通
路

を
通
り
、
イ
オ
ン
モ
ー
ル
２
階
Ｃ

入
口
と
な
り
ま
す
。

※
納
税
窓
口
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

最
寄
り
の
金
融
機
関
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

※
納
税
証
明
書
は
会
場
で
発
行
し

ま
せ
ん
の
で
、
必
要
な
方
は
税
務

署
職
員
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

還
付
申
告
は
１
月
４
日
㈫
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

相
談
で
き
ま
す

　

１
月
４
日
㈫
～
31
日
㈪
は
、
成

田
税
務
署
で
還
付
申
告
の
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
相
談
す
る

際
は
、
事
前
に
成
田
税
務
署
へ
予

約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

税
理
士
の
無
料
申
告
相
談

　

税
理
士
の
無
料
申
告
相
談
を
八

街
市
で
次
の
日
程
の
と
お
り
開
催

し
ま
す
。
入
場
整
理
券
を
当
日
会

場
で
配
付
し
ま
す
。
混
雑
時
に
は

受
付
を
午
前
中
ま
た
は
、
早
め
に

終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

時
２
月
７
日
㈪

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

場
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
前
年
の
申
告
書
の
控
え
や
源
泉

徴
収
票
な
ど
申
告
書
に
必
要
な
書

類
、
筆
記
具
、
本
人
確
認
書
類
な

ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
小
規
模
納
税
者
の
所
得
税
お
よ

び
個
人
消
費
税
、
年
金
受
給
者
並

び
に
給
与
所
得
者
の
所
得
税
の
申

告
書
を
作
成
・
提
出
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
の
申
告
が
１
年
目
の
方
、
土
地

 

・
建
物
お
よ
び
株
式
な
ど
の
譲
渡

所
得
が
あ
る
場
合
は
相
談
で
き
ま

せ
ん
。

※
申
告
書
を
提
出
す
る
の
み
の
場

合
は
、
郵
送
ま
た
は
税
務
署
窓
口

に
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
書
は
自
宅
で

作
成
で
き
る
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
申
告
を

　

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

を
使
っ
て
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
確
定
申
告
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
を

利
用
し
、
確
定
申
告
書
な
ど
を
作

成
で
き
ま
す
。
完
成
し
た
申
告
書

は
、
次
の
方
法
で
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
か

ら
送
信
し
て
提
出
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

　
　
　
　
　
　
　
　

使
っ
て
送
信

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
読
取

対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
用
意

し
て
く
だ
さ
い
。

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
で
送
信

　

事
前
の
届
出
が
必
要
で
す
。
申

告
す
る
本
人
の
顔
写
真
付
き
本
人

確
認
書
類
を
持
参
し
、
最
寄
り
の

税
務
署
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
成
田
税
務
署

　

☎
０
４
７
６
‐
２
８
‐
５
１
５
１

八
街
市
役
所
の
申
告
期
間
・
会
場

八
街
市
役
所
の
申
告
期
間
・
会
場

　

市
県
民
税
の
申
告
と
簡
易
な
所

得
税
の
確
定
申
告
は
、
市
役
所
で

受
け
付
け
ま
す
。

　

混
雑
回
避
の
た
め
、
当
日
番
号

札
を
配
付
し
ま
す
。
事
前
予
約
は

行
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
で
き
る

限
り
１
人
で
お
願
い
し
ま
す
。
当

日
発
熱
の
あ
る
方
や
体
調
の
す
ぐ

れ
な
い
方
の
入
場
は
お
断
り
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
告
期
間

　

２
月
16
日
㈬
～
３
月
15
日
㈫

　
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

※
３
月
13
日
㈰
は
受
け
付
け
ま
す
。

開
場
時
間

　

午
前
８
時
30
分

受
付
時
間

　

午
前
９
時
～
正
午

　

午
後
１
時
～
３
時

　

 

（
提
出
は
午
後
４
時
ま
で
）

※
混
雑
時
に
は
受
け
付
け
を
早
め

に
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
会
場

　

市
役
所
第
４
庁
舎
１
階

申
告
相
談
で
き
な
い
内
容

 

・
申
告
分
離
課
税
の
申
告
を
す
る

方
（
土
地
・
建
物
、
株
式
な
ど
の

譲
渡
所
得
、
先
物
取
引
に
係
る
所

得
、
一
部
の
配
当
所
得
や
利
子
所

得
な
ど
、
分
離
課
税
と
な
る
所
得

が
あ
る
方
）

 

・
青
色
申
告
の
方
や
新
規
開
業
し

て
初
め
て
事
業
所
得
を
申
告
す
る

白
色
申
告
の
方

 

・
災
害
や
盗
難
な
ど
の
被
害
に
よ

る
雑
損
控
除
・
災
害
減
免
の
申
告

を
す
る
方

 

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
申

告
す
る
方
の
う
ち
、
申
告
が
１
年

目
の
方
や
連
帯
債
務
の
あ
る
方
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
や
省
エ
ネ
改

修
な
ど
に
よ
る
特
定
増
改
築
等
住

宅
借
入
金
特
別
控
除
の
申
告
を
す

る
方

 

・
過
去
の
年
分
の
申
告
を
す
る
方

 

（
令
和
３
年
分
の
申
告
の
み
受
け

付
け
ま
す
）

 

・
贈
与
税
、
消
費
税
、
相
続
税
な

ど
、
所
得
税
ま
た
は
市
県
民
税
以

外
の
申
告
を
す
る
方

 
・
複
雑
な
内
容
の
申
告
を
す
る
方

年
金
所
得
者
の
方
へ

　

公
的
年
金
収
入
が
４
０
０
万
円

以
下
で
、
そ
の
他
の
所
得
が
20
万

円
以
下
の
方
は
、
所
得
税
の
確
定

申
告
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

所
得
税
が
還
付
に
な
る
方
は
、
確

定
申
告
を
す
る
と
還
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
還
付

　

気
温
が
マ
イ
ナ
ス
４
℃
以
下
に

な
る
と
、
防
寒
の
不
完
全
な
水
道

管
は
凍
っ
た
り
、
破
裂
し
た
り
し

ま
す
。
特
に
、
む
き
出
し
に
な
っ

て
い
る
水
道
管
や
温
水
器
の
配
管

部
分
、
強
い
風
が
吹
き
込
む
場
所

や
日
陰
な
ど
に
設
置
さ
れ
た
水
道

管
は
、
早
め
に
冬
じ
た
く
を
し
ま

し
ょ
う
。

水
道
管
が
破
裂
し
た
と
き

　

止
水
せ
ん
を
締
め
て
水
を
止
め

る
か
、
破
裂
し
た
部
分
に
布
か
テ

ー
プ
を
巻
き
つ
け
る
な
ど
の
応
急

処
置
を
し
て
か
ら
、
市
指
定
工
事

業
者
へ
修
理
を
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

水
道
が
凍
っ
て
出
な
い
と
き

　

タ
オ
ル
を
か
ぶ
せ
た
上
か
ら
、

ぬ
る
ま
湯
を
ゆ
っ
く
り
と
か
け
、

凍
っ
て
い
る
箇
所
を
溶
か
し
て
く

だ
さ
い
。
熱
湯
を
か
け
る
と
水
道

管
が
破
裂
し
た
り
、
ひ
び
割
れ
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

水
道
管
の
防
寒
方
法

①
水
道
管
に
保
温
材
な
ど
を
巻
い

て
く
だ
さ
い
。
毛
布
や
布
な
ど
を

利
用
さ
れ
る
場
合
は
、
濡
れ
な
い

よ
う
に
上
か
ら
ビ
ニ
ー
ル
な
ど
を

巻
い
て
く
だ
さ
い
。 

（
蛇
口
部
分

は
完
全
に
包
ん
で
く
だ
さ
い
）

②
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
中
に
毛

布
や
布
切
れ
な
ど
を
入
れ
た
り
、

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
ダ
ン

ボ
ー
ル
な
ど
を
の
せ
て
、
メ
ー
タ

ー
ボ
ッ
ク
ス
を
保
温
し
て
く
だ
さ
い
。

問
水
道
課

　

☎
４
４
３
‐
０
６
７
７

水
道
の
冬
じ
た
く
を

水
道
の
冬
じ
た
く
を

　
　
　
　
　

し
ま
し
ょ
う

　
　
　
　
　

し
ま
し
ょ
う

が
な
い
方
で
も
公
的
年
金
の
源
泉

徴
収
票
に
記
載
の
な
い
配
偶
者
や

扶
養
親
族
の
扶
養
を
追
加
し
た
い

場
合
や
医
療
費
控
除
、
生
命
保
険

料
控
除
な
ど
を
受
け
る
場
合
は
、

市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

自
書
コ
ー
ナ
ー
を
廃
止
し
ま
し
た

　

第
４
庁
舎
２
階
の
自
書
コ
ー
ナ

ー
は
昨
年
か
ら
廃
止
し
ま
し
た
。

ご
自
宅
な
ど
で
事
前
に
作
成
し
た

う
え
で
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

八
街
市
役
所
会
場
の
詳
細
は
、

広
報
や
ち
ま
た
２
月
１
日
号
に
掲

載
し
ま
す
。

問
課
税
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
６

医
療
費
控
除
の
手
続
き
に
は

医
療
費
控
除
の
手
続
き
に
は

　
　

明
細
書
の
作
成
が
必
要
で
す

　
　

明
細
書
の
作
成
が
必
要
で
す

　

平
成
29
年
分
の
申
告
か
ら
医
療

費
の
領
収
書
の
代
わ
り
に
「
医
療

費
控
除
の
明
細
書
」
に
記
入
し
て

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
領

収
書
の
添
付
・
提
示
で
は
申
告
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
「
医
療
費

控
除
の
明
細
書
」
を
作
成
し
、
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

申
告
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

　
　
　
　
　
　

記
載
が
必
要
で
す

　
　
　
　
　
　

記
載
が
必
要
で
す

　

申
告
書
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
と
本
人
確
認
書
類
の
提
示

ま
た
は
コ
ピ
ー
の
添
付
が
必
要
で
す
。

本
人
確
認
す
る
際
に
必
要
な
書
類

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

　

番
号
カ
ー
ド
）
の
み

②
通
知
カ
ー
ド
（
番
号
確
認
書
類
）

　

＋
運
転
免
許
証
や
公
的
医
療
保

　

険
の
被
保
険
者
証
な
ど
（
身
元

　

確
認
書
類
）

問
成
田
税
務
署

　

☎
０
４
７
６
‐
２
８
‐
５
１
５
１

問

問

問

時場

問

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
│
０
８
１
５
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